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QH2 長く使い続ける 
１. 長寿命に対する基本性能 

１.１ 躯体 

 

評価内容 

躯体の長寿命に対する基本性能を、構造躯体等に使用する材料の交換等、大規模な改修工事を必要

とするまでの期間を伸長するために必要な対策の程度により評価する。 

 

評価レベル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加点条件の有無】 

※無し 

【条件によるレベル変更】 

※無し 

【評価対象外】 

※無し 

 

解 説 
採点基準は、日本住宅性能表示基準「3-1 劣化対策等級（構造躯体等）」に準拠する。 

  

日本住宅性能表示基準「3-1 劣化対策等級（構造躯体等）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

2009年に制定された長期優良住宅の劣化対策における認定基準では、下記の通り、日本住宅性能表示基準の

劣化対策等級3を確保した上で、さらなる措置が必要となる。 

 

○長期優良住宅の認定基準（劣化対策） 

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 

・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。 

〔鉄筋コンクリート造〕 

・セメントに対する水の比率を低減するか、鉄筋に対するコンクリートのかぶりを厚くすること。 

〔木造〕 

・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。 

・点検のため、床下空間の一定の高さを確保すること。 
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QH2 長く使い続ける 
１. 長寿命に対する基本性能 

１.２ 外壁材 

 
 

評価内容 

外壁基材の長寿命に対する基本性能を、その耐用年数と更新性で評価する。 

 

評価レベル 
 

 

 

 

 

 

【加点条件の有無】 

※あり 

【条件によるレベル変更】 

※無し 

【評価対象外】 

※無し 

 

解 説 
採点基準は、旧センチュリーハウジング認定基準「構法（維持管理のし易さ）」（（財）ベターリビング）に準拠する。

評価対象は外壁基材（若しくは無塗装の表層材（タイルなど））とし、耐用年数は次のいずれかにより決定する。 

・劣化促進試験等で検証された耐用年数。 

・製品カタログ等に記載されている交換時期。 

・次ページの表に記載された耐用年数。 

・実物件における使用実績。 

なお、複数種類の外壁材を採用している場合は、面積の占めている割合が大きな外壁材にて評価を行う。 

注）目地防水および塗装は外壁基材より耐用性が劣るが、それらが適切にメンテナンスされることを前提とし、対象外

とする。 

 

【加点条件】 

下記のいずれかに該当する場合はレベルを１つあげる。 

ａ）外壁材を交換する際に、外壁材より耐用性の高い躯体（または下地材）を破損しない構造または取り付け方法

が採用されている。 

例）接着剤やモルタルを使用しない乾式工法による外壁材の固定。 

（固定金物によるサイディングボードやタイルの固定、ALC乾式工法） 

引っ掛け式の金属固定金具で外壁材を固定している。 

 

ｂ）外壁材を交換する際に、外壁材と耐用性が同等である外装建具を破損しない構造または取り付け方法が採

用されている。 

例）外壁材を交換する際に、サッシの取り外しが不要。 

 

ｃ）外壁材を構成する部品がユニット化されていることにより、構成単位毎の更新が可能である。 

例）パネル化された外壁、ＰＣカーテンウォール。 
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（参考１）外壁材の耐用年数一覧  
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（参考２）旧センチュリーハウジング認定基準  

部品は適切な耐用性レベルが設定されていること。なお耐用性のレベルの低いものについて廃棄段階での処理

方法（最終処理、リサイクル、リユース）を考慮する。耐用性のレベルは物理的耐用性、機能的耐用性、社会的耐

用性等様々な耐久性を統合した尺度として考える。 

＜耐用性のレベル＞ 

  04型   3～6年の耐用性が期待される。 

  08型   6～12年の耐用性が期待される。 

  15型   12～25年の耐用性が期待される。 

  30型   25～50年の耐用性が期待される。 

  60型   50～100年の耐用性が期待される。   

 

部品間のインターフェースや構法は、耐用性のレベルの違いに整合したものであり、以下の原則に従うこと。 

    

ａ） 耐用性のレベルが低い部品は、耐用性のレベルが高い部品に対して納まり上負け、その更新に際し、相手の

部品を破損することがない構造、取り付け方法を採用しておくこと。 

 

ｂ） 耐用性のレベルが同じ部品同士では、その更新に際し、各々相手の部品を破損することがない構造、取り付

け方法を採用しておくこと。 

 

ｃ） 同じ耐用性のレベルの部品で構成される部品は、構成単位毎の更新ができる構造にすること。また、異なる

耐用性のレベルの部品で構成されている部品は、耐用性の低い部品（消耗品）の更新が、他の部品及び部

品に対して影響を与えずに行える構造にすること。 

 

（参考３）評価事例  

サイディング外壁の一般的な施工（木造軸組工法）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 モルタル外壁の一般的な施工（木造軸組工法） 
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QH2 長く使い続ける 
１. 長寿命に対する基本性能 

１.３ 屋根材、陸屋根 

 

 

 

評価内容 

屋根材及び陸屋根の部材及び防水材を評価対象とし、その耐用年数と更新性で評価する。 

 

評価レベル 
 

 

 

 

 

 

 

【加点条件の有無】 

※あり 

【条件によるレベル変更】 

※無し 

【評価対象外】 

※無し 

 

解 説 
採点基準は、旧センチュリーハウジング認定基準「構法（維持管理のし易さ）」（(財 )ベターリビング）に準拠する。評

価対象は屋根などの表層材、具体的には瓦、スレートなどの「屋根材」、あるいはシート防水やモルタル防水などの「防

水層」のいずれかだが、そのどちらで評価するかは以下の考え方による。 

・勾配屋根ならば、基本的に「屋根材」で評価する。 

・陸屋根ならば、基本的に「防水層」で評価する。 

・陸屋根でも、折板葺きなど防水層が露出していない場合は「屋根材」で評価する。 

・屋根材上に架台等を介して設置されているバルコニーについては「屋根材」で評価する。 

  

屋根材で評価する場合  

耐用年数は次のいずれかにより決定する。 

・劣化促進試験等で検証された耐用年数。 

・製品カタログ等に記載されている交換時期。 

・「（参考１）屋根材の耐用年数一覧」に記載された耐用年数。 

・実物件における使用実績。 

なお、複数種類の屋根材を採用している場合は、面積の占めている割合が大きな屋根材にて評価を行う（下地材、

樋、鋼板役物等は含まない）。 

 

【加点条件】 

下記のいずれかに該当する場合はレベルを１つあげる。 

ａ）屋根材を交換する際に、屋根材より耐用性の高い下地（野地板）を破損しない構造または取り付け方法が採

用されている。 

例）土やモルタルを使用しない乾式工法による屋根材の固定。 

引っ掛け式の金属固定金具で屋根材を固定している。 

 

ｂ）屋根を構成する部品がユニット化されていることにより、構成単位毎の更新が可能である。  

例）パネル化された屋根材や折板。 
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防水層で評価する場合  

耐用年数は次のいずれかにより決定する。 

・劣化促進試験等で検証された耐用年数。 

・製品カタログ等に記載されている交換時期。 

・「（参考２）防水層の耐用年数一覧」に記載された耐用年数。 

 

【加点条件】 

その１、その２、それぞれの条件を満たすことで、レベルを最大２段階あげることができる。 

その１．交換容易性  

下記のいずれかに該当する場合はレベルを１つあげる。 

ａ）防水材を交換する際に、防水材より耐用性の高い外装建具（サッシ、ドア）を破損しない構造または取り付け方

法が採用されている。 

例）防水材を交換する際に、サッシなど付帯部品の取り外しが不要。 

ｂ）防水層を構成する部品がユニット化されていることにより、構成単位毎の更新が可能である。 

例）防水パン 

 

その２．劣化低減処置  

下記のいずれかに該当する場合はレベルを１つあげる。 

ａ）防水材の劣化を低減させる処置が施されている。 

例）防水材が水切りや他の仕上げ材で日射遮蔽されている。 

（例：バルコニーで歩行用の仕上げ材が設置されている） 

保水しないように適切な勾配を設定している。 

排水性能を保持できるような設計や適切なメンテナンスが計画されている。 

（例：枯葉等のつまり防止網の設置、枯葉の除去の計画  等） 

ｂ）防水層断絶に対して適切な処置が施されている。 

例）躯体振動の影響を受けないように防水層が躯体から絶縁されている。 

躯体振動に対して追従できるような弾性を有している。 

シートのつなぎ目の処理が溶着処理など分離しにくい工夫が施されている。 

 

（参考１）屋根材の耐用年数一覧  
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出典 

建築のライフサイクルエネルギー算出プログラムマニュアル（建築研究所資料  No.91）,1997 

 

注 )ガルバリウム鋼板は上記文献に掲載されていないが、フッ素樹脂鋼板とほぼ同等の耐用年数を持つと考えて良

い。 

 

（参考２）防水層の耐用年数一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考３）評価事例  
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QH2 長く使い続ける 
１. 長寿命に対する基本性能 

１.４ 自然災害に耐える 

 

 

 

 

評価内容 

自然災害に耐える建物の強さを、地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさより評価する。 

 

評価レベル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加点条件の有無】 

※無し 

【条件によるレベル変更】 

※免震、制震装置が設置されている場合で、それら装置単体としてでなく、建物と一体化した状態で実証実験等

による性能検証が実施され、その設計方法が定められており、それに従っていることが確認できる場合はレベル５

とみなす。 

【評価対象外】 

※無し 

 

解 説 
採点基準は、日本住宅性能表示基準「1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）」に準拠する。 

 

日本住宅性能表示基準「1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

日本住宅性能表示基準の「構造の安定に関すること」には、「1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）」「1-2 

耐震等級（構造躯体の損傷防止）」「1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）」「1-4 

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）」「1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）」

「1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法」「1-7 基礎の構造方法及び形式等」の７項目があるが、こ

こでは代表として「1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）」のみで評価する。 
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QH2 長く使い続ける 
１. 長寿命に対する基本性能 

１.５ 火災に備える 

１.５.１ 火災に耐える構造 

 

評価内容 

延焼のおそれのある部分の外壁等（開口部以外）を評価対象とし、その耐火性能を評価する。 

 

評価レベル 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加点条件の有無】 

※無し 

【条件によるレベル変更】 

※無し 

【評価対象外】 

※「延焼のおそれのある」部分がない場合は、対象外とする。 

 

解 説 
採点基準は、日本住宅性能表示基準「2-6 耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））」に準拠する。 

 

日本住宅性能表示基準「2-6 耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））」 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）評価を「開口部以外」に限定する理由  

開口部を日本住宅性能表示基準で評価する場合、「等級3：火炎を遮る時間が60分以上」が戸建住宅でほとん

ど適用されない仕様であるため、ＣＡＳＢＥＥの評価レベルとの整合性を図るのが困難である。このため、開口部は評価

せず、「開口部以外」のみの評価とした。 
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QH2 長く使い続ける 
１. 長寿命に対する基本性能 

１.５ 火災に備える 

１.５.２ 火災の早期感知 

 
 

評価内容 

住戸内で発生した火災の早期感知のしやすさを、警報装置の性能や設置場所で評価する。 

 

評価レベル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加点条件の有無】 

※無し 

【条件によるレベル変更】 

※無し 

【評価対象外】 

※無し 

 

解 説 
採点基準は、日本住宅性能表示基準「2-1 感知警報装置設置等級（自住宅火災時）」に準拠する。 

 

日本住宅性能表示基準「2-1 感知警報装置設置等級（自住宅火災時）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

新築住宅については、2006年6月1日から、消防法により火災警報器の設置が義務化されているが、具体的な設

置場所及び維持基準については市町村条例によって定められている。 
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QH2 長く使い続ける 
２. 維持管理 

 
２.１ 維持管理のしやすさ 

 
 

評価内容 

住宅の給排水管・ガス管・電気配線の維持管理のしやすさを、交換の容易性等で評価する。 

 

評価レベル 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【加点条件の有無】 

※あり 

【条件によるレベル変更】 

※無し 

【評価対象外】 

※無し 

 

解 説 
採点基準は、日本住宅性能表示基準「4-1 維持管理対策等級（専用配管）」に準拠する。 

 

日本住宅性能表示基準「4-1 維持管理対策等級（専用配管）」 
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【加点条件】 

その１、その２、それぞれの条件を満たすことで、レベルを最大２段階あげることができる。 

その１．配管の増設・交換容易性  

下記のいずれかに該当する場合は、レベルを１つあげる。 

ａ）給水ヘッダー方式または給湯ヘッダー方式を採用している。 

ｂ）床下集合配管システム（排水ヘッダー方式、集中排水マス方式等）を採用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その２．電気幹線容量計画  

下記のいずれかに該当する場合はレベルを１つあげる。 

ａ） 電気・ガス併用住宅の場合、「内線規程3605-1」に基づいた負荷以上の想定を行って電気幹線容量を設

計している 

 

電気幹線の設計容量VA ≧ 40VA／㎡ × 延べ面積㎡ ＋ Ｘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ） 全電化住宅の場合、以下の想定を行って電気幹線容量を設計している。 

 

電気幹線の設計容量VA ≧ （60VA／㎡ × 延べ面積㎡ ＋ Ｘ） × 重畳率 

 ＋ 夜間蓄熱式機器容量VA 

 

ただし、延べ面積が小さい場合で夜間蓄熱式機器を除く想定負荷が7,000VA以下となる場合は7,000VA

とすること。なお、重畳率とは、一般負荷の想定負荷電流に対する深夜時間帯における想定負荷電流の比率

をいい、「内線規程3545-2」により0.7とする。 
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QH2 長く使い続ける 
２. 維持管理 

 
２.２ 維持管理の計画・体制 

 

 

 

評価内容 

住宅の長寿命化に効果的に機能する、竣工後の維持管理に関する取組みを評価する。 

 

評価レベル 

 

 

 

 

 

 

評価する取組み 

 

 

 

 

 

 

 

【加点条件の有無】 

※無し 

【条件によるレベル変更】 

※無し 

【評価対象外】 

※無し 

 

解 説 
住宅の長寿命化を実現するためには、維持管理に関する計画とサポート体制（そのための情報提供も含む）のソフ

ト面からの取組みが重要であり、ここではその取組みを評価する。 

 

（参考１） 

 取組み２は、長期優良住宅認定基準の「維持保全計画」に準拠している。 

（参考２） 

住まいの維持管理に関する情報として、住宅金融支援機構が監修している「マイホーム維持管理ガイドライン」や

「マイホーム点検・補修記録シート」が参考になる。これらの資料を参考に、供給者が提供する住宅の仕様にあわせて

独自のメンテナンスプログラムを住まい手に情報提供することは、住宅の長寿命化に効果的に機能する仕組みと言う

ことができる。次ページに「マイホーム維持管理ガイドライン」を示す。 

 

マイホーム維持管理ガイドライン 

http://www.jhf.go.jp/files/100011950.pdf 

マイホーム点検・補修記録シート 

http://www.jhf.go.jp/files/11951.pdf 
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QH2 長く使い続ける 
３. 機能性 

 
３.１ 広さと間取り 

 

 

 

 

評価内容 

適切な住宅の広さおよび基本的機能が確保されることを評価する。 

 

評価レベル 
入居者が確定していない場合、または入居者数が4人以上であることが確定している場合は、＜入居者数  4人

（デフォルト）＞（4人家族（夫婦＋子供2人）を想定）にて評価を行う。 

入居者数が4人未満であることが確定している場合は、入居者数に対応した基準で評価しても良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加点条件の有無】 

※あり 

【条件によるレベル変更】 

※無し 

【評価対象外】 

※無し 
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解 説 
採点基準は、2006年9月に閣議決定された「住生活基本計画（全国計画）」で設定している一般型誘導居住面

積水準および最低居住面積水準に準拠している。 

 

 

 

 

 

入居者が確定していない場合は、一般的な4人家族（夫婦＋子供2人）を想定したデフォルトで評価を行う。 

入居者数が4人未満であることが確定している場合は、デフォルトで評価した場合よりもゆとりのある住環境が提供

されていると考え、入居者数に対応した基準で評価を行っても良い。 

入居者が4人を超える場合にもそれに対応した基準で評価を行うことも考えられるが、一般に4人家族を想定した

戸建住宅は中古住宅としても流通が容易で、良好なストックになり得ると考え、デフォルトで評価を行うことにした。 

 

【加点条件】 

下記条件を全て満たす場合はレベルを１つあげる。 

① 専用の台所その他の家事スペース、便所（原則として水洗便所）、洗面所及び浴室が確保されている。 

② 世帯構成に対応した適正な規模の収納スペースが確保されている。 

 

（参考１）住宅の広さについて 

住宅の広さについては、「住生活基本計画（全国計画）」に基づき評価レベルを設定しているが、基準に用いた一

般型誘導居住面積水準および最低居住面積水準の概要は下記の通り。 

※一般型誘導居住面積水準  

・同計画の目標「3．多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備」では、住宅規模の指標として誘

導居住面積水準が設定されている。具体的には、下記の通り。 

［居住ニーズと住宅ストックのミスマッチの解消］ 

子育て世帯（注）における誘導居住面積水準達成率→【全国：42％（平15）→50％（平22）】 

【大都市圏：37％（平15）→50％（平27）】 

（注）子育て世帯：構成員に18歳未満の者が含まれる世帯  

・誘導居住面積水準は、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した一般型誘導

居住面積水準と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住面積水準

からなるが、「ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）」は戸建住宅を対象としているため前者を採用した。 

・一般型誘導居住面積水準の計算式は、下記の通り。 

・単身者５５㎡ 

・２人以上の世帯２５㎡×世帯人数＋２５㎡ 

 

※最低居住面積水準  

同計画の目標「4．住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」では、住宅規模の指標として最低居

住面積水準が設定されている。具体的には、下記の通り。 

［居住の安定の確保］ 

・最低居住面積水準未満率→ 【早期に解消】 

・最低居住面積水準の計算式は、下記の通り。 
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・単身者２５㎡ 

・２人以上の世帯１０㎡×世帯人数＋１０㎡ 

 

（参考２）加点条件について 

加点条件については、住生活基本計画（全国計画）で設定された住宅性能水準における基本的機能の居住室の

構成等を参考に条件を設定した。その概要は、下記の通り。 

・同計画の目標「1．良質な住宅ストックの形成及び将来世代への継承  ①住宅の品質又は性能の維持及び向上」

では、「住宅性能水準」に基づく住宅ストック形成が謳われている。 

・「住宅性能水準」は基本的機能、居住性能、外部性能の3つで構成されるが、その基本的機能の中で居住室の構

成に関する指針が示されている。 

・原文（下記）の①は住宅の規模に関するものなので、②および③を加点条件とした。 

 

住生活基本計画（全国計画） より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考３） 

長期優良住宅認定基準では、住戸面積として下記の基準を設けている。 

 

○長期優良住宅の認定基準（住戸面積） 

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 

〔一戸建ての住宅〕 

・75㎡以上（2人世帯の一般型誘導居住面積水準） 

〔共同住宅等〕 

・55㎡以上（２人世帯の都市居住型誘導居住面積水準） 

※一戸建ての住宅、共同住宅等とも、少なくとも１の階の床面積が40㎡以上 (階段部分を除く面積 ) 

※一戸建ての住宅、共同住宅等とも、地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、一戸建ての住

宅55㎡、共同住宅等40㎡(いずれも１人世帯の誘導居住面積水準 )を下限とする。 
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QH2 長く使い続ける 
３. 機能性 

 
３.２ バリアフリー対応 

 

 

 

 

 

評価内容 

居住者の加齢による身体機能低下に対応する取組みを評価する。 

 

評価レベル 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加点条件の有無】 

※無し 

【条件によるレベル変更】 

※無し 

【評価対象外】 

※無し 

 

解 説 
採点基準は、日本住宅性能表示基準「9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）」に準拠する。 

 

日本住宅性能表示基準「9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）」 

 


